
令和５年度地域・指定校事業報告書＜指定校＞ 

委託先（ 新潟県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 

「助け合い、話し合い、学び合い」３つの「合い」を私

（＝Ｉ）から。～自分の言葉と行動で相手への尊重の気

持ちと思いやりを示そう～ 

○調査研究のテーマを設定した目的 

人権教育に関するアンケートの結果を見ると、本校の生徒は、「いじめはしてはならな

いこと」「正義を守ること」「差別を許さない気持ち」「多様な価値観を認めること」「より

よい集団づくりを目指すこと」など、人権を尊重し行動しようとする意識が高いことが

示された。その一方で、「同和問題」「ヤングケアラー」などの言葉の意味を理解し、説明

することができると回答した生徒の割合は、全体の半数以下に留まった。これは、すでに

学習したことと言葉が結び付いていないためと考えられる。このような現状から、次の

３つを課題として、令和５年度の人権教育、同和教育に取り組んだ。 

①  学習内容や経験の短期記憶を長期記憶にするために、時間をかけて繰り返し学習

したり、定期的に振り返ったりして、学んだ知識や体験などを定着させるとともに、社会

の形成者としての自覚をもたせ、積極的に社会参画しようとする姿勢を育てる。 

② 主体的に対面でのコミュニケーションを図りながら、生徒が良好な人間関係をつ

くり、自分の意見を簡潔に表現する能力を身に付けさせる。 

③ 個別最適な学びと協働的な学びのための授業者の指導の構想や教材の研究、教材

等の工夫と準備を改善し、学習者の自己有用感や達成感を実感できる学びを実現する。 

○調査研究の概要 

① 日常生活でいじめや差別を見抜き、見逃さないという考えを根付かせる。生徒に

とって身近な人権問題（いじめ、インターネットによる人権侵害など）を授業で扱う。 

② 新潟県民として、国が最重要課題に位置付け、「県民の人権が侵害された重大な問

題である」とされている｢日本人拉致問題」について学ぶ。北朝鮮から帰国した方の講

演を聴いたり、国や県作成の小冊子やパンフレットで拉致問題への理解を深めたりし

て、被害者や被害者家族の心の痛みや叫びを共感的に受け止める気持ちをもたせる。 

③ 新潟県同和教育研究協議会作成の副読本「生きるⅣ（中学生用）」を活用し、部落

差別の歴史と解放運動を学ぶ。同和問題を十分に理解し、自分の言葉で説明したり、考

えたことを述べたりすることができるようにする。 

 



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

燕市立燕北中学校 

○これまでの研究指定等の状況 

令和４年度人権教育研究指定校事業 

○学級数 

８学級（うち特別支援学級：２学級） 

○児童生徒数（R.5. 4. 1） 

全生徒数：148 名 

○URL 

https://www14.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1520020 

 

○指定理由 

本調査研究では、生徒の自己肯定感の高まりを目指して、学習指導を含めた学校教育

の多くの場面で人権教育の視点を取り入れている。このことは、「学校教育におけるす

べての学習機会をとおして、人権尊重の精神に基づき、一人一人の個性や多様性を認め

合い、自他の人権を守る行動力の育成を図る人権教育を推進する」と掲げた「新潟県人

権教育基本方針」の理念と一致する。人権教育の在り方が、特定の授業や行事による単

発の教育活動になりがちであるという本県の課題の解決に資する調査研究と言える。特

に、人権教育を軸として教科横断的な視点をもって学習内容を関連付けたり、指導方法

を工夫したりしており、カリキュラムマネジメントの実践としての成果も期待できる。 

 また、人権課題別に人権教育の３側面を踏まえた評価項目が明確になっている。人権

教育の成果を検証する手段の一つとして、他校が参考にできる内容である。 

 

  



○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  

 

①子供 〇 

②女性  

③高齢者  

④障害者  

⑤同和問題 ◎ 

⑥アイヌの人々  

⑦外国人  

➇-１HIV感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害 〇 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等 〇 

⑬性的指向、性自認  

⑭その他（    ）  

  
 

 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

① 教育活動全体を通じて、人権尊重の精神に立った学校づくりを進める。 

ア 各教科、特別活動、総合的な学習の時間等において、一人一人が大切にされる授業

の積み重ねに取り組む。 

イ 言語を媒体として偏見や差別意識が顕在化することがないよう、言語環境を整え

る。 

② 生徒に学ばせたい人権課題を、自校の人権教育の全体計画から明確にする。 

ア 学年別教育活動一覧表で、俯瞰的に人権教育の年間指導計画を確認できるようにす

る。 

※別紙：年間指導計画参照 

イ 各教科、特別活動、総合的な学習の時間において、単元や学習内容や指導方法が人

権教育とどのように結び付くかを一覧表にして、不断に人権教育を意識した学習指導を

推進する。 

＜一覧表の例＞ 

教科 
学

年 
月 

単元、題材

等 
心情や態度 知識・技能 

国語 １ １ 
少年の日の

思い出 

他者の痛みや感情を受

容しようとする態度 

登場人物の心の痛みを

想像し、表現すること

ができる。 

社会 ３ ９ 

第２章人間

を尊重する

日本国憲法 

基本的人権の保障が、

暮らしと密接に関わっ

ていることを理解し、

社会にいまも残る、多

くの偏見や差別、新た

な人権問題を具体的な

事例を通じて、多角的

な視点から考え、改善

や制度の充実に向けて

追究することができる

態度 

社会にいまも残る、女

性や障がいのある人に

対する差別、また、部

落差別やアイヌ民族、

定住外国人への差別に

関心をもち、歴史的背

景を正しく理解する。 

＜県教育委員会による指導・助言＞ 

 新潟県教育委員会は、燕市教育委員会及び燕北中学校に対して、学校訪問による授業

参観や協議会、職員研修等を通して、実践的な指導・助言を行い、上記の調査研究が実



効性のある取組となるよう支援する。 

○実施方法 

① 学習活動：全ての教科・領域の授業で、一人一人が大切にされ、互いに認め合う集団

づくりのための学習習慣・スキルの確立 

ア 話合いや発表のルールを設定して指導を継続してきた。 

（ア）発言の回数、量の均等性（＝メンバーがほぼ均等に話しているという実態） 

（イ）社会的感受性の高さ（＝声、表情、身振りなどで共感力が感じられる様子） 

（ウ）他者への心遣い（＝理解、配慮、思いやり） 

イ 授業の振り返りにより、生徒の「メタ認知」能力を育成する。「○○は、きちんと分

かった」「自分は○○まで理解したが、△△はまだ分かっていない」という「メタ認知的

活動」を授業や終会で実施し、「主体的に学習に取り組む態度」を育成するとともに、短

期記憶から長期記憶への変換に取り組んだ。 

ウ 年間 35時間の道徳の授業を確保し、生徒が取り組む価値を納得して議論したり考え

たりすることができる中心発問を考え、生徒が何か新しいことを得たと実感できる授業

にする。自校独自の「道徳ノート」に、題材ごとの自他の意見や考えを記入し、学習の履

歴を残してきた。 

エ 朝学習及び燕長善タイム（１日の学習振り返りの時間）で、読書やコグトレ（認知力

向上のトレーニング）に取り組み、語彙力と読解力を身に付けた。 

② 人間関係：生徒が主体的に関わり、話合いを進めて解決する特別活動の推進 

ア 学級経営 

（ア） 教育支援システム「結－EN」を導入する。気になる生徒のアセスメントを随時

行い、生徒理解を共通化するとともに、適切な対応に努めた。 

（イ） 「アセス」を年３回（５月、11 月、２月）実施する計画だったが、予算の都合

で実施せず、上記（ア）結-EN を生徒の適応感の分析に当てた。 

（ウ） いじめアンケートを年６回（４月、５月、６月、９月、11 月、１月）実施した。 

（エ） 上記の調査を分析し、集団適応と個人の生活満足感を兼ね備える学級経営に取

り組んだ。 

イ 生徒会活動 

（ア）「いじめ見逃しゼロスクール集会」（６月、10 月）を通して、人権尊重について

学ぶ。 

○ 学級の課題から、「いじめ見逃し」ゼロのための取組や行動を考え、各学級の行動

宣言を発表する。 

○ 「いじめ」はしてはいけないことと知りながら、「いじめられた」という相談がな

くならないのはなぜかを考える。 

○ 相談できる、「やめて」と言えるには、どうすれはよいかを考える。                

（イ）生徒会本部が、異学年での交流を深め、地域に貢献する活動を企画し、運営し



た。 

○フラワーロード活動（５月、11 月） ○異学年交流（通年） ○小中合同あいさつ

運動（10 月） 

③ 環境づくり 

ア 職員研修 

（ア） 語彙力、読解力向上のため、全教員が公開授業研修を１年に１回以上行う。 

○ 教科（９月～１月） ○ 道徳（４月） ※保護者参観 

○ 人権教育（いじめ、拉致問題）（６月、10月） ※保護者参観 

（イ）次のことに関する職員研修を行い、授業で実践する。 

○ 「新潟県ＳＮＳ教育プログラム（高等学校編；三訂版）」「生きるⅣ」を活用した学

習指導案作成（４月、12月） 

○ 情報モラル授業（12月）○ 生徒指導研修（４月、７月、８月、12 月、１月、３

月） 

イ 普及（保護者への啓発、県内学校への周知） 

（ア） 授業公開及び授業協議会（人権「北朝鮮当局による拉致問題」） 

（イ） 学校行事の参観（保護者）  

（ウ） 学校からのたより  

（エ） 講演会の参加（蓮池薫氏による人権教育講演会） 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

① 検証・評価：生徒の変容を明らかにするため、下記の数値データを比較した。 

ア いじめの認知件数と内訳 ※令和５年度は１月 31 日現在の件数と内訳 

月 ４ ５ ６ ７ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 

Ｒ

３ 
６ ３ ４ ２ ３ １ ５ ６ ０ ０ １ 31 

Ｒ

４ 
３ ３ １ １ ６ １ ２ ０ ２ ０ ０ 19 

Ｒ

５ 
２ ７ ６ ２ ５ ６ ０ ０ ０   28* 

*Ｒ５年度は、研修を重ね、昨年度以上に積極的な認知を行っている。 

いじめの内訳 件数 

相手が傷つく悪口・からかい 25 

私物の被害 ２ 

ネットの中傷等 １ 

イ 学校評価（％）（下段の（ ）内は昨年度の数値を示す。） 

※７月と 12月を比べ、３ポイント以上上昇した数値には下線 

※昨年度よりも５ポイント以上数値が高い設問には網掛け 

No. 生徒の回答 

肯定的評

価 

否定的評

価 

７

月 

12

月 

７

月 

12

月 

１ １時間の授業の内容を理解することができた。 
91 

(95) 

91 

(97) 

９ 

(5) 

９ 

(3) 

３ 道徳の授業に、興味・関心がある。 
82 

(81) 

87 

(87) 

18 

(19) 

13 

(13) 

４ 
道徳の授業で、他者の意見を聞き、自分の考えをま

とめることができた。 

88 

(89) 

92 

(92) 

12 

(11) 

８ 

(8) 

７ 
学習４原則（チャイムスタート、学習準備、私語を

しない、進んで取り組む）を守ることができた。 

93 

(93) 

92 

(94) 

７ 

(7) 

８ 

(6) 

13 学校生活が楽しい。 
91 

(91) 

95 

(89) 

９ 

(9) 

５ 

(11) 

14 
進んで挨拶をしたり、よい返事をしたりすることが

できた。 

92 

(89) 

95 

(96) 

８ 

(11) 

５ 

(4) 



15 
家庭や地域でも、自分から先に挨拶をすることがで

きた。 

89 

(89) 

90 

(94) 

11 

(11) 

10 

(6) 

18 自分にはよいところがあると思う。 
79 

(71) 

86 

(78) 

21 

(29) 

14 

(22) 

19 
自分を認めてくれる人（親、友だち、先生など）が

複数人いる。 

93 

(92) 

94 

(91) 

７ 

(8) 

６ 

(9) 

20 
自分の活動や行動を他者から認めてもらったこと

がある。 

92 

(87) 

93 

(89) 

８ 

(13) 

７ 

(11) 

21 
自分の仕事や係活動等で、責任をもって役割を果た

すことができた。 

96 

(92) 

96 

(95) 

４ 

(8) 

４ 

(5) 

22 
フラワーロードの活動に積極的に取り組むことが

できた。 

85 

(87) 

89 

(88) 

15 

(13) 

11 

(12) 

23 ルール（校則や規則、マナー）を守ることができた。 
96 

(96) 

96 

(98) 

4 

(4) 

４ 

(2) 

                 

No. 保護者の回答 

肯定的評

価 

否定的評

価 

分からな

い 

７

月 

12

月 

７

月 

12

月 

７

月 

12

月 

３ 

お子様は、ＳＮＳ等を含めた社会のル

ールやマナーを守って生活していると

思いますか。 

85 

(87) 

84 

(87) 

15 

(12) 

16 

(12) 

０ 

(1) 

０ 

(1) 

４ 
お子様は、家庭内でも、進んで挨拶を

していますか。 

73 

(78) 

70 

(76) 

28 

(22) 

30 

(23) 

０ 

(0) 

０ 

(1) 

７ 

お子様の様子、学校の対応など、全体

的に見て、燕北中の教育活動に満足し

ていますか。 

84 

(87) 

84 

(86) 

13 

(13) 

12 

(10) 

３ 

(0) 

４ 

(4) 

ウ 人権教育に関する質問紙調査 ※下段の（ ）内の数値は昨年度の数値 

人権課題 知識的側面 

子
供 

いじめがいけない理由を説明できる。 
５月：95.5% 12 月：96.4% 
(10 月：97.3% 11 月：97.9%) 
どのようなことがいじめか分かる。 
５月：99.3% 12 月：99.3%% 
(10 月：98.6%   11 月 100%) 
いじめが起きる理由を説明できる。 
５月：88.8% 12 月：92.1% 
(10 月：89.5%) 
ヤングケアラーが何かを知っている。 
５月：23.1% 12 月：34.8% 



(10 月：23.7% 11 月：28.9%) 

 

 

同
和
問
題 

同和問題がどのような人権侵害であるかを知っている。 
５月 26.2：% 12 月：68.8% 
(６月：14.2%  11 月：38.7%) 

結婚差別や就職差別の理由を説明できる。 
５月：35.8% 12 月：63.1% 
(10 月：57.3%  11 月：56.3%) 

全ての人が大切にされるべきだということを知っている。 
５月：97.8% 12 月：97.9% 
(10 月：98.6% 11 月：98.6%) 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

ＳＮＳ上の人権侵害を知っている。 
５月：76.9% 12 月：83.3% 
(10 月：78.4% 11 月：85.7%) 

インターネットで過激な表現になりがちな理由を説明できる。 
５月：80.6% 12 月：86.2% 
(10 月：81.8% ６月：90.8%) 

インターネットで、悪いと分かっていても人権侵害が起こる理由を説明
できる。 
５月：77.6% 12 月：82.4% 
(10 月：72.0% 11 月：83.8%) 

インターネット上の人権侵害について負わなければならない責任を説
明できる。 
５月：68.0% 12 月：80.4% 
(10 月：64.6% 11 月：80.3%) 

拉
致
問
題 

Ｒ
５
新
項
目 

北朝鮮による拉致被害者問題を説明できる。 
５月：31.5% 12 月：89.2% 

北朝鮮による拉致被害者問題に対する、日本のこれまでの取組を説
明できる。 
５月：29.1% 12 月：76.1% 

 
 

 

人権課題 価値的・態度的側面 

子
供 

いじめを許さないという気持ちがある。 
５月：98.5% 12 月：98.5% 
(10 月：100%   11 月：99.3%) 
困っている仲間を助けたいと思う。 
５月：97.0% 12 月：97.8% 
(10 月：99.0% 11 月：100%) 
よりよい集団づくりに自分から参加する。 
５月：94.0% 12 月：94.2% 
(６月：91.0%   11 月：93.0%) 
自分や友だちの気持ちを大切にする。 
５月：97.1% 12 月：96.8% 
(６月：90.3%  11 月：94.7%) 

いじめはどのような理由でもいけないことだと思う。 
５月：100% 12 月：98.6% 
(６月：98.7%  11 月：98.6%) 

 



 

 

同
和
問
題 

差別や人権侵害の解消のため行動したいと思う。 
５月：94.7% 12 月：94.2% 
(10 月：96.6%  11 月：97.2%) 

理不尽な差別は許せないと思う。 
５月：99.3% 12 月：97.8% 
(10 月：99.3% 11 月：99.3%) 

人権を尊重したいと思う。 
 
５月：98.5% 12 月：99.3% 
(10 月：100% 11 月：98.6%) 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

ＳＮＳ等でも相手の気持ちを考えられる。 
５月：97.0% 12 月：96.3% 
(10 月：98.6% 11 月：97.9%) 

インターネット上で匿名であっても、他人を傷付けることは決して
しないと思う。 
５月：99.3% 12 月：97.8% 
(10 月：98.1% 11 月：97.9%) 

 

 

拉
致
問
題 

Ｒ
５
新
項
目 

日本人拉致問題は、北朝鮮による国家的犯罪かつ重大な人権侵害で
あると思う。 
５月：97.7%% 12 月：98.5% 

被害者や被害者家族の心の痛みや叫びを共感的に受け止めることが
できると思う。 
５月：96.3% 12 月：96.4% 

拉致に関与しない北朝鮮の人々や朝鮮半島につながりのある在日朝
鮮人の人々に責任はないと思う。 
５月：75.2% 12 月：92.7% 

 



② 分析、改善策、普及 

ア 分析 

（ア）子供 

学校評価において、「13 学校が楽しい」「18 自分にはよいところがあると思う」「20

人権課題 技能的側面 

子
供 

身の回りのいじめを見抜くことができる。 
５月：86.5% 12 月：88.7% 
(10 月：84.5&  11 月：87.3%) 
いじめの認知後に適切に行動できる。 
５月：95.6% 12 月：93.4% 
(10 月：94.6%  11 月：94.6%) 
嫌な目に遭っている人を助けられる。 
５月：88.8% 12 月：91.3% 
(10 月：89.2%  11 月：90.8%) 
考えが異なる人とも関わることができる。 
５月：95.8% 12 月：97.9% 
(６月：97.5%  11 月：95.1%) 

よりよい集団のため、誰とでも協力できる。 
５月：93.3% 12 月：96.3% 
(６月：96.2%  11 月：95.7%) 

困っている友だちを助けることができる。 
５月：95.5% 12 月：95.6% 
(６月：96.1%   10 月：94.6%) 

同
和
問
題 

理不尽な差別に苦しむ人の気持ちを考えることができる。 
５月 95.5：% 12 月：94.2% 
(10 月：94.5%  11 月：95.7%) 

現実にある理不尽な差別に気付くことができると思う。 
５月：87.2% 12 月：92.1% 
(10 月：91.1% 11 月：85.9%) 

同和問題解消のために、自分ができることがあると思う。 
５月：84.8% 12 月：93.4% 
(10 月：81.3% 11 月：87.1%) 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト 

ＳＮＳで困っている友だちを助けられる。 
５月：93.3% 12 月：94.2% 
(10 月：92.4% 11 月：94.3%) 

ＳＮＳで困っている友だちをどのよう助けられるかを知っている。 
５月：82.1% 12 月：89.2% 
(10 月：79.7% 11 月：83.9%) 

ＳＮＳ等を使用するときに、人権侵害になるような使い方をしない
よう気を付ける。 
５月：99.3% 12 月：97.8% 
(10 月：99.4% 11 月：100%) 

 

拉
致
問
題 

Ｒ
５
新
項
目 

日本人拉致問題の解決に向けて、自分にできることとは何か考え、
意見を発表することができる。 
５月：49.2% 12 月：80.1% 

 

 
 



自分の活動や行動を他者から認められてもらったことがある」に肯定的回答をした

生徒の割合が高くなった。フラワーロード活動や全校レクリエーションの運営など

で、生徒が主体的に立案し運営することを教職員が共通理解して支援や助言に努め

たことや、話合いや発表のルールを設定して共通理解をしてきた。これらの活動を

継続、充実させることで、学校に自分たちの意見が反映される楽しさを感じたり、自

分たちの互いのよさを認め合うことで自尊感情が高まったりしたと考えられる。 

また、いじめ見逃しゼロスクールの取組では、学級の様子や実態を踏まえ、学級の行

動宣言と具体的な取組を決めて全校の前で決意として発表した。こうした取組によ

って、人権教育に関する質問紙調査において、「いじめはしてはならないこと」「差別

を許さない気持ち」「よりよい集団づくりを目指すこと」「困っている人を助けよう

とすること」など、人権を尊重し行動しようとする意識の高まりにつながった。一方

で、数人であるが、多くの質問項目に否定的な回答をした生徒がいた。該当生徒の状

況把握、ケアや支援をする必要がある。 

（イ）同和問題 

昨年度は、「同和問題」等の言葉の意味を理解し、説明することができると回答した

生徒の割合が低く、知識的側面に課題があった。課題解決に向け、人権課題の学習内

容と言葉が結び付くように単元や学習内容や指導方法が人権教育とどのように結び

付くかを一覧表にしたり、生きるⅣを活用した授業の指導案検討をしたりするなど、

職員研修を充実させて指導改善を図った。これにより、人権教育に関する質問紙調

査において数値は高まった。しかしながら、知識的側面の数値は高まったとは言え、

低いことが課題として挙げられる。 

（ウ）インターネット 

「新潟県ＳＮＳ教育プログラム （高等学校編：三訂版）」を活用したインターネット

による人権侵害について考える授業や、燕市から派遣されるＩＣＴ支援員と協力し、

被害者・加害者の受け止めの相違などについて考える、情報モラルに関する授業を

実施した。これによって人権教育に関する質問紙調査において、インターネット上

での人権侵害についての数値が高まった。 

（エ）拉致問題 

拉致問題について、アニメ「めぐみ」の活用した事前授業を行った上で蓮池薫氏の講

演会を実施した。これにより、拉致被害者、家族の思いやメッセージを受け止めるこ

とができ、拉致問題への理解が深まり、人権の大切さや問題解決に向けて何ができ

るかを真剣に考えるようになった。人権教育に関する質問紙調査においても拉致問

題について数値が大きく上昇した質問項目が多い。人権問題について当事者から学

ぶことや体験的に学ぶことの意義は大きい。 

イ 改善策 

このような現状から、次の３つを課題として、次のことに取り組む。 



（ア） 学習内容や経験の短期記憶を長期記憶にするために、時間をかけて繰り返

し学習したり定期的に振り返ったりして、学んだ知識や体験などを定着させる。（昨

年度からの継続） 

（イ） 教材や授業構想を工夫し、個別最適な学びと協働的な学びを一体的に推進

し、人権課題に対して主体的に情報や事実を知ろうとし、自分事として考え、他者と

対話し、行動しようとする態度を養う。 

（ウ） 他者とかかわりながら体験的に学ぶ学習活動を取り入れ、生徒の自己有用

感や達成感を実感できるようにする。 

ウ 普及 

（ア） 調査研究の成果と課題については、年度末に研究のまとめを作成し、市内

小・中・総合支援学校に配付する。次年度のＰＴＡ総会において、本年度の取組の成

果と課題を説明し、保護者や地域への普及・啓発を図る。 

（イ） 委託期間終了後においても 同様の取組を継続し、人権教育・同和教育を柱

とした学校運営を進める。 

（ウ） 県教育委員会は、人権教育、同和教育に関する各種研修で、本研究の取組内

容と成果を周知する。 

  



５．人権教育に係る年間指導計画 

 

  



  



  



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む 

 

 

 


